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＜事務所より＞

今回のように、毎年さまざまな制度の改正が行われ、今後も続く
報道がなされています。その都度、みなさまにお伝えしていきま
す。
3月の年金相談日は「7、14、19、21、26、28日」です。ご迷
惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

2024年４月～労働条件明示の改正について
今月は

■すべての労働者 (労働契約締結時、有期労働契約の更新時)

■厚生労働省モデル労働条件通知書（記載例）

■有期労働契約の労働者

雇入れ直後の
就業場所・業務の内容

就業場所・業務の
「変更の範囲」＋ の明示

（１）労働契約締結時および更新時ごとに

◆更新上限（有期労働契約の通算契約期間or更新回数の上限）の有無とその内容の明示

◆更新上限を新設・短縮する場合→理由をあらかじめ説明（新設・短縮する前に）

（2）「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の更新時ごとに

◆無期転換を申し込むことができる旨（無期転換申込機会）の明示

◆無期転換後の労働条件明示
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